
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県では、子どもたちの基本的な生活習慣の確立に向けて、生活リズムの改善を図り、学

習や読書、外遊び・スポーツなどの様々な活動に生き生きと取り組めるよう、「早寝・早

起き・朝ごはん」運動を推進し、子どもたちの成長を支え、社会全体で家庭の教育力の向

上を図る取組を進めています。 

 

県では、啓発資料等の提供、スタッフジャンパー、の

ぼり旗、テーマ曲ＣＤ、大型絵本の貸出を行っています。

「早寝・早起き・朝ごはん」の運動を推進していただく

場合には、ぜひご活用ください。  

詳しくは県教育委員会事務局生涯学習課までお問い合

わせください。 

（TEL  077－528－4654 ） 

３ ＰＴＡではこんな活動ができます！ 
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http://dngw.office.pref.shiga.jp/cgi-bin/dneo/zrwemlc.cgi?cmd=maildownloadattach&fid=1&file=5&mimetype=image/bmp&msgid=3763&name=%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af6.4mb.bmp


 
  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～すべての子どもたちがいつでもどこでも楽しく読書ができる環境づくり～ 
 

県では、「滋賀県子ども読書活動推進計画」を策定し、すべての子どもたちがいつでも、どこでも

楽しく読書活動ができる環境づくりを進めています。 

読書は、子どもに想像力や考える習慣を身につけさせるとともに、豊かな感性や情操、思いやりの

心を育むことができる大切な活動です。子どもの読書活動を推進していくためには、まず保護者が

「子ども読書活動」の大切さを理解していただくことが大切です。家庭でも読書する時間を家族で決

めたり、子どもの成長にあわせて読み聞かせをしたり、親子で図書館に行ったりするなど、子どもが

日常生活の中で本に親しむような工夫や配慮をしましょう。 

ＰＴＡ活動として図書ボランティアや読み聞かせボランティアに取り組む学校も増えています。み

なさんの協力で子どもの読書活動を広めていきましょう。 

本
は心の栄養です

県教育委員会では、子どもたちの自主的な読

書活動を応援するため、また子どもと本との橋

渡し役となる保護者や教員など、身近な大人の

方に活用していただくため、「滋賀県子ども読書

活動推進計画」や様々な冊子など、子ども読書活

動を推進する取組内容について、ホームページ

「子ども読書活動支援センター」で紹介してい

ます。 

県の取組や、県内の図書館の取組などもご覧

いただけます。 

https://www.nionet.jp/dokusho/index.html ＜子ども読書啓発冊子＞ 

「子ども読書活動支援 

センター」は こちら 

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」 
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